
第１５表　民間における特別給の支給状況

円 円

上半期(A1） 313,803 282,475
下半期(A2） 314,195 280,324
上半期(B1) 676,476 561,286
下半期(B2) 713,895 555,171

月分 月分

上半期(B1/A1) 2.16 1.99
下半期(B2/A2) 2.27 1.98
年間計 4.43 3.97

　　　　　　　　　4.42月分　　(4.38)

注１　　下半期とは平成15年８月から平成16年１月まで、上半期とは同年２月から7月までの期間をいう。

　２　　年間の平均は、特別給の支給割合を公務員の人員構成に合わせて求めたものである。

　３　　（　　）内は平成15年の調査結果である。

○参考　

　(1)　県職員の場合、現行の年間支給月数は４．４０月である。
　(2)　全国との比較　

区    分

項    目
事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

平均所定内
給 与 月 額

特別給の支
給 額

特別給の支
給 割 合

年間の平均

4.394.42
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